
カルネ通関内容報告及び事情説明書 

 年  月  日 

一般社団法人 日本商事仲裁協会 

カルネ事業部 御中 

カ ル ネ 番 号 ：                                      

登録者＝カルネ名義人：                                     

本 件 担 当 者 氏 名 ：                                       

部 課 名 ：                                     

電 話 番 号 ：                                                 

携 帯 電 話 番 号 ：                                     

メ ー ル ア ド レ ス ：                                      

 

次のとおりカルネ通関内容を確認し報告いたします。（該当項目にすべてマルをしてください。） 

1. 一時輸入国（                ）での再輸出通関の際、カルネを使用していない。 

2. 日本での再輸入通関の際、カルネを使用していない。 

ａ．但し、一時輸入した物品はすべて再輸出した。 

・再輸入の方法：                                                                           

ｂ．一時輸入した物品の全部、または一部を一時輸入国に残留した。 

・持ち帰らない物品の品目番号：                                                               

・持ち帰らない事由：                                                                       

3．一時輸入国（                ）の税関が指示した再輸出期限（20  年  月  日）を

過ぎて（20  年  月  日）に再輸出通関した。 

4．カルネの有効期限（20  年  月  日）を過ぎて（20  年  月  日）に再輸出・再輸入通関した。 

5．その他事情説明：（別紙添付可） 

                                                     

                                                   

                                                  

                                                  

                                                

                                                

 

以上のカルネ不適正使用から生ずる、一時輸入国税関からの輸入税・調整手数料等の支払請求があった 

場合、貴協会より当社・当人に請求があり次第、直ちに支払います。 

 

請求書送付先＊ 
＊送付先未記入の場合は、本件担当者宛に送付します 

住 所 ：〒                                           

法 人 名 ：                                             

部 署 名 ：                                              

氏 名 ：                                                                   

電話番号：                                            


